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（
災
害
対
策
特
別
委
員
会
）

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆

第
五
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
よ
る
災
害
が
甚
大
で
、
か
つ
、
そ
の
被
災
地
域
が
広
範
に
わ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
よ
る
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防

災
対
策
の
推
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

法
律
の
題
名
を
「
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
南

海
ト
ラ
フ
及
び
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
つ
い
て
定
義
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
著
し
い
地
震
災
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
地
震
防

災
対
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
を
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
地

域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
的
に
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
地
震
を
想
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

三

南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
中
央
防
災
会
議
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推

進
基
本
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。



- -2

四

指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
防
災
業
務
計
画
に
お
い
て
、
地
震
防
災
上
緊
急
に
整
備
す
べ
き
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事

項
、
津
波
か
ら
の
防
護
、
円
滑
な
避
難
の
確
保
及
び
迅
速
な
救
助
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
南
海
ト
ラ

フ
地
震
防
災
対
策
推
進
計
画
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
市
町
村
防
災
会
議
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
加
え
、
津
波
避
難
対

策
緊
急
事
業
計
画
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五

関
係
指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
共
同
で
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
災
害
応
急
対
策
等
を
相
互
に

連
携
協
力
し
て
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

、

、

、

六

内
閣
総
理
大
臣
は

南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
う
ち

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
対
し

津
波
避
難
対
策
を
特
別
に
強
化
す
べ
き
地
域
を
南
海
ト
ラ
フ
地
震
津
波
避
難
対
策
特
別
強
化
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と

。

、

、

、

、

す
る

こ
の
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は

関
係
市
町
村
長
は

都
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
き

内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
を
得
て

津
波
か
ら
の
避
難
の
用
に
供
す
る
避
難
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
、
集
団
移
転
促
進
事
業
及
び
集
団
移
転
促
進
事
業
に

関
連
し
て
移
転
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
、
児
童
、
生
徒
等
の
要
配
慮
者
が
利

用
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
。
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七

津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
に
係
る
特
例
と
し
て
、
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補

助
の
割
合
の
特
例
等
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

八

津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
に
基
づ
く
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
特
例
措
置
と
し
て
、
農
地
の
転
用
の
許
可
要
件
の

緩
和
に
関
す
る
農
地
法
の
特
例
、
集
団
移
転
促
進
法
の
特
例
等
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

九

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


